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序　　　　　文

パラグアイ共和国南部看護・助産継続教育強化プロジェクトは、同国において南部地域が保健

医療サービスの整備で立ち遅れている状況を改善するため、同地域での看護師・助産師の人材育

成を目的として、2001年 2 月 20 日から 2006年 2月 19日までの 5年間の予定で、技術協力プロジェ

クトとして実施されています。

プロジェクト開始後、2002年 5月及び 2004年 4月に本邦から運営指導調査団が派遣されたこと

を踏まえ、2004年 9月にこれまでの進捗と成果を確認及び評価し、必要に応じてプロジェクトの

軌道修正を行うことを目的として、中間評価調査を実施しました。本報告書はその評価調査結果

を取りまとめたものです。

ここに、本調査にあたりご協力を賜りました関係各位に対して深甚なる謝意を表しますととも

に、今後のプロジェクトの実施・運営にあたり、関係各位の更なるご協力をお願いする次第です。

2004年 10月

独立行政法人国際協力機構

理事　松岡　和久



地　図



評価調査結果要約表

1．案件の概要

国名：パラグアイ共和国 

分野：保健医療 

所管部署：人間開発部 

案件名：パラグアイ南部看護・助産継続教育強化プ

ロジェクト 

援助形態：技術協力プロジェクト 

1－ 1　協力の背景と概要
パラグアイ国政府は、社会福祉厚生省を中心として、全ての国民が高品質かつ平等な
保健医療サービスを受けられる社会を目指して保健医療政策の改革を行っているが、そ
の中でもパラグアイ国南部 3県（ニェンブク、ミシオネス、イタプア）は、農村人口の
割合が高く、人口が散在しているため医療改革の遅れが顕著となっている。パラグアイ
国政府は、南部 3県における保健医療サービス増進の鍵は、看護ならびに産科分野の人
材育成であるとの認識を持ちつつも、前述の人口状況に加え、既存の研修システムを絡
めた人材育成制度見直しが複雑なものであるため、同分野における効果的なアプローチ
の策定と実施に係る協力を日本政府に要請してきた。
同要請に基づき 2001年 2月にプロジェクトが開始され、2002年 5月末に派遣した運営

指導調査団による現地協議において、プロジェクト対象地域の変更に関する合意が得られ、
南部 2県（ニェンブク、ミシオネス両県）を中心とした活動を展開することとなった。

1－ 2　協力内容
（1）上位目標：パラグアイ国南部（ニェンブク県、ミシオネス県）の母子保健医療サ
ービスが強化され、質が向上する。

（2）プロジェクト目標：パラグアイ国南部（ニェンブク県、ミシオネス県）で母子保
健サービスに関する看護および助産人材の継続教育システムが確立され機能する。

（3）成果：
1  看護・助産人材に対する継続教育プログラムが作成・実施される。
2 看護・助産人材に対する継続教育プログラムが持続的かつ効果的に運営されるた
めの機構が設立され、機能する。

3  看護・助産の継続教育研修のモニタリング・評価制度が確立され、実施される。
4  看護・助産の継続教育システムが持続・展開されるための環境が整えられる。
5  プロジェクトの継続的なモニタリング・評価制度が確立され、実施される。

（4）協力活動内容
1-1　県ごとに既存の継続教育プログラムを確認する。
1-2　県ごとの看護助産の既存プログラム及び現状を分析し、優先順位を付ける。
1-3　継続教育研修カリキュラムを作成する。
1-4　教材を作成する。
1-5　研修コース指導者を養成する。
1-6　継続教育研修コースを実施する。
2-1　中央レベルで委員会を設立し、運営する。
2-2　対象県で実施委員会を設立し、運営する。

協力期間 
2001年2月20日

　　～2006年2月19日

先方関係機関：厚生省 

日本側協力機関：厚生労働省、国立国際医療センター、
聖マリア病院、天使大学 



2-3　プロジェクトに直接関係する人材の研修を行う。
3-1　看護・助産人材のデータベースを作成し、維持する。
3-2　継続教育研修のモニタリング制度を確立し、整える。
3-3　研修の評価制度を確立し、実施する。
3-4　評価結果に従い、継続教育研修の内容を改善する。
4-1　継続教育研修の内容について、厚生省の認可を得る。
4-2　看護・助産の継続教育の実施・維持のために関係当局の支援を取り付ける。
4-3　異なるレベルにおいてプロジェクト活動の広報を行う。
5-1　プロジェクトのモニタリング・評価を行う。

（5）投入（評価時点）
日本側
長期専門家：10名（チーフアドバイザー、業務調整、助産、研修マネージメント等）
短期専門家：8名（看護教育、評価モニタリング等）
第三国専門家：1名（小児看護）
研修員受入：10名
機材供与：約 55,205千円（コンピュータ機材、車輌、看護・助産演習セット等）
その他現地活動：約 45,045千円（研修活動、施設等整備、各種調査等）

相手国側
カウンターパートの配置：厚生省本省 5名程度及び各県レベル 8名程度
施設：厚生省内にプロジェクトオフィス、県レベルで作業用スペース・研修スペ
ース提供
ローカルコスト負担：施設の維持管理に係る経費、供与機材の維持管理に係る経
費等

3－ 1　評価結果の要約
（1）妥当性

パラグアイ国の国家開発計画のうち、保健分野において本プロジェクトは「サー
ビス領域の拡大」、「リプロダクティブヘルスの改善」、「小児保健の改善」、「保健サ
ービスの地方分権化」の項目に対して貢献できる。また、厚生省による国家保健政
策及び同政策に基づいた短期的アクションプランにおいても、プロジェクト活動と
の整合性が確認でき、プロジェクトは、パラグアイ国保健政策における高い優先度
と整合性を有しているといえる。

（2）有効性
プロジェクトへの投入が順調に行われた結果、PDMにおける各成果レベルでの目
標達成の見込みは非常に高くなっている。
他方、現行 PDMではプロジェクト目標が「継続教育システムの確立・機能」であ

るのに対し、設定された指標は「計画の立案能力（または機能）」を示しているに過
ぎず、因果関係に不整合があることが認められた。また、県レベルでの研修活動展

2．評価調査団の概要 

調査者 担当業務 氏名 所　属 
総括 斎藤　寛志 

武田　浩幸

福井　康

後藤　博文 

国際協力機構　パラグアイ事務所　所長

国際協力機構　パラグアイ事務所　次長

国際協力機構　パラグアイ事務所　所員

国際協力機構　パラグアイ事務所　所員 

調査期間：2004年 8月 26日～ 2004年 9月 2日 評価種類：中間評価

3．評価結果の概要 



開のみでは、継続教育制度の確立は困難であると考えられ、現行 PDMに示されてい
る活動を実施し、順調に成果を出したとしても、継続教育制度の確立にはつながら
ない可能性が非常に高い。

（3）効率性
本プロジェクトの投入では、長期日本人専門家と現地研修活動が核になっており、

必要以上の多数の短期専門家、高価な高度医療機材や大規模な施設建設などは投入
されていない。技術協力プロジェクトとして適切な投入がなされており、現在プロ
ジェクト活動において着実に各成果の発現に繋がっていることから、これら投入の
効率性は高かったといえる。

（4）インパクト
プロジェクト活動が当初計画以上の順調な進捗を見せていることから、ニェンブ

ク及びミシオネスの両県に加え、隣接県（イタプア県及びカアサパ県）のプロジェ
クト活動への参画がパラグアイ国厚生省から要請されている。これにより、本プロ
ジェクトによる直接受益者（看護職・助産職）は、386名から 829名へ増加し、間接
受益者（地域住民）は、180,371名から 783,022名（パラグアイ国人口の約 15％に相当）
へ増加が見込まれる。
しかしパラグアイ国において、基礎教育と継続教育の境界線となる、資格・登録
のための全国レベルの検定制度が存在しないことは、看護・助産職に関する各種養
成機関（大学など）で提供される教育の質の低下をきたす要因となっている。この
ことは、現職看護・助産人材への継続教育の効率及び効果を低減させ、上位目標達
成のための阻害要因となり得る。

（5）自立発展性
本プロジェクトでは、「継続教育システムの確立・機能」のため、対象地域におけ

る看護・助産人材の育成を目的とした研修プログラムの実施に重点を置いた協力を
行ってきた。
しかしパラグアイ国においては、看護・助産人材のための継続教育が制度化され
ていないことから、今後の自立発展性確保のためには、上記への取り組みが不可欠
である（現行のプロジェクト活動には含まれていない）。

3－ 2　効果発現に貢献した要因
（1）計画内容に関すること

パラグアイ国の国家開発目標と高い整合性を有したプロジェクトであり、協力対
象地域がパラグアイ国内でも保健分野の立ち遅れた地域であったことから、厚生省
及び各県より積極的な協力を得ることが可能となった。

（2）実施プロセスに関すること
2003年以降日本人専門家チームの拡充と、パラグアイ国側からの積極的な人材拠
出により、安定したプロジェクト運営体制が維持され、積極的なプロジェクト活動
が可能となった。また上記体制の下、看護・助産研修が当初計画を上回る速度で進
捗を見せたことで、現場のカウンターパートたちの意欲が高まった。

3－ 3　問題点及び問題を惹き起こした要因
（1）計画内容に関すること 

3－ 1（2）有効性の検証部分で記述したとおり、現行 PDMにおいては、指標を満
たした状況が、プロジェクト目標が達成された状況となるように設定されておらず、



プロジェクト・デザインに不整合がある。

（2）実施プロセスに関すること
プロジェクト初年度及び 2年目においては、日本側・パラグアイ国側双方におい

て人事交代がある等、プロジェクト運営における不安定要素があり、具体的な活動
の開始までに至らず、主に準備活動を行っていた。

3－ 4　結　論
現在、プロジェクトは PDMに基づいた活動を順調に行っており、当初期待された成果

についても、ほぼその目標（指標）を達成しつつある。
ただし、プロジェクト目標「継続教育システムの確立・機能」を達成するためには、

現在の PDMの不整合を修正するため、各成果とプロジェクト目標の因果関係を再検証す
ると共に、プロジェクト目標の指標の再設定を行う必要がある。

3－ 5　提　言
（1）プロジェクト・デザインに下記の「成果（及びそれに伴う諸活動）」を追加する。

①「看護・助産職者に対する検定制度導入のための協力」
活動：厚生省との協力のもと、新卒看護・助産職に対する検定内容作成、合格者

の登録システム作成を行い、検定制度の枠組みを提示する。
②「看護・助産職者に対する継続教育の制度化のための協力」
活動：厚生省との協力のもと、継続教育カリキュラムの作成、研修プログラム、

教材、評価モニタリング等一連の継続教育制度のコンテンツを作成する。
（2）パラグアイ国政府から提出された協力対象地域拡大の要望に鑑み、現在のプロジ
ェクト対象 2県にイタプア県、カアサパ県を加え、同地域での研修実施を通じて、
プロジェクト効果の定着と普及・拡大を行う。プロジェクトの効率性の観点から、
これまでの 2県での研修実施を通じて確立した実施体制、教材、方法を用いること
で追加 2県の実施コストを軽減する。また、これまでの 2県については、パラグアイ
国側の拠出（人的拠出含む）を増やすことで、プロジェクト終了後の自立発展を目
指すと共に、対象地域の追加に伴う日本側投入の過大な負担増を回避する。

（3）上位目標「サービスのケアの質の向上」を「サービスの向上」と平易な表現に変
更する。また、上位目標はプロジェクト終了後 3～ 5年時点を想定していることから、
2011年時点での目標に修正する。
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第 1 章　中間評価調査の概要

1 － 1　中間評価実施の経緯と目的

パラグアイ国政府は、社会福祉厚生省を中心として、全ての国民が高品質かつ平等な保健医療

サービスを受けられる社会を目指して保健医療政策の改革を行っている。しかし、その中でもパ

ラグアイ国南部 3県（ニェンブク、ミシオネス、イタプア）は、農村人口の割合が高く、人口が散

在しているため医療改革の遅れが顕著となっている。パラグアイ国政府は、南部 3県における保

健医療サービス増進の鍵は、看護ならびに産科分野の人材育成であるとの認識を持ちつつも、前

述の人口状況に加え、既存の研修システムを絡めた人材育成制度見直しが複雑なものであるため、

同分野における効果的なアプローチの策定と実施に係る協力を日本政府に要請してきた。

同要請に基づき、2001 年 2月にプロジェクトが開始され、その後 2002 年 5月末に派遣した運営

指導調査団による現地協議において、プロジェクト対象地域の変更に関する合意が得られ、南部

2県（ニェンブク、ミシオネス両県）を中心とした活動を展開することとなった。2003年度以降は、

プロジェクト活動は順調な進捗を見せ、南部地域での研修活動を活発に実施する一方で、中央レ

ベルで厚生省を中心とした関係機関による継続教育システム確立のための各種活動を実施した。

2004年 4月に再度の運営指導調査団が派遣され、プロジェクトの順調な進捗に鑑み、全国レベ

ルでの継続教育システム確立に向けた仕組み作りに向けたプロジェクト活動の拡大（対象地域の

拡大、アスンシオン市での看護・助産継続教育センターの建設、看護・助産職者全国検定制度の

創設）が提言された。

上記調査団の結果を踏まえ、これまでのプロジェクト活動の進捗と成果を確認し、今後の活動

方針について関係者間の合意を得ることを目的として、中間評価を実施した。

1 － 2　評価者の構成

斎藤　寛志　　JICAパラグアイ事務所　所長

武田　浩幸　　JICAパラグアイ事務所　次長（業務担当）

福井　康　　　JICAパラグアイ事務所　所員（業務班長）

後藤　博文　　JICAパラグアイ事務所　所員

1 － 3　調査期間

2004年 8月 26日～ 2004 年 9 月 2日
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1 － 4　主要面談者

（1）パラグアイ国側関係者

A）厚生省

Dra. Wilma Basualdo（副大臣）

Dr. Silvio Ortega（病院総局長）

Dr. Cesar Cabral（人事総局長）

Lic. Blanca Mancuello（看護課長）

Lic. Dominga Riquelme（助産課長）

B）プロジェクトチーム

Dra. Maria Elsa Paredes de Battaglia（プロジェクトマネージャー）

Dra. Carmen Wilberger de Miranda（教育学アドバイザー）

Lic. María del Carmen Cardozo（テクニカル・カウンターパート）

Lic. Galadis Galeano（テクニカル・カウンターパート）

Lic. Mary Petrona（テクニカル・カウンターパート）

C）ニェンブク県

Dr. Reinaldo Franco　（ニェンブク県衛生局長）

Lic. Hugo Gonzalez（プロジェクトコーディネーター／ファシリテーター）

Lic. Osmar Rolon Marin（ファシリテーター）

Lic. Milciades Cañiza（ファシリテーター）

Lic. Mirta Baez（ファシリテーター）

Lic. Mirta Ayala（ファシリテーター）

Lic. Ignacia Cubilla（ファシリテーター）

Lic. Max Derlis Candia（ファシリテーター）

D）ミシオネス県

Dr. Francisco Ozuna（ミシオネス県衛生局長）

Lic. Dorila Bravo　（プロジェクトコーディネーター／ファシリテーター）

Lic. Blanca Sanchez（ファシリテーター）

Lic. Lucina Roman（ファシリテーター）

Lic. Rosa Ayala（ファシリテーター）

Lic. Veronica Coronel（ファシリテーター）

Educ. Graciela de Gonzalez（ファシリテーター）
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（2）日本側関係者

A）在日本国大使館

高橋　利弘（大使）

島田　嘉幸（二等書記官（経済協力・技術協力班））

B）日本人専門家

小川　正子（チーフアドバイザー）

水野　定敏（業務調整）

鈴木　由紀子（助産学）

宮崎　朋子（公衆衛生／乳幼児発達）

村上　友美子（ヘルスプロモーション）

三上　雅弘（研修サイクルマネージメント）

長田　博身（評価モニタリング）

1 － 5　評価項目・評価方法

評価は、JICAパラグアイ事務所、日本人専門家及びパラグアイ人カウンターパートによる合同

評価とした。

評価実施時点（2004年 9月）でのプロジェクトの実績把握及び実施プロセスの検証に重点を置

き、データ・情報収集手段としては、プロジェクト報告書等の既存資料、前述運営指導調査団の

調査結果を活用した。

また、上記調査に加え、以下の 5つの評価視点から現在のプロジェクトの位置付けと将来予測

について検討を行った。有効性、インパクト、自立発展性については、2004年 4月に本邦から派

遣された運営指導調査団（中野博行団長）の提言を踏まえ、現時点で予測されるプロジェクト成果

とプロジェクト目標の不整合について検証を行い、現行プロジェクト・デザインの修正を視野に

入れた評価とした。

（1）妥当性

プロジェクト目標及び上位目標がパラグアイ国の開発政策、受益者ニーズに合致している

か審査する。

（2）有効性（予測）

評価時点でのプロジェクトの投入実績、成果により、どの程度プロジェクト目標が達成さ

れたのか、あるいは達成が見込まれるのかという視点に立脚する。また、プロジェクト目標

達成の阻害要因についても検証する。
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（3）効率性

プロジェクト活動および投入の質、量、タイミング等の観点から、成果が達成されるかを

審査する。また、達成された成果が投入コストに見合っているか、より安価な投入がなかっ

たか、もしくはより高い成果達成度の実現が出来なかったかを検討する。

（4）インパクト（予測）

プロジェクト実施の結果、パラグアイ国社会に起こる影響や変化を評価する。特に上位目

標の達成見込みを検討する。

（5）自立発展性（見込み）

協力終了後、プロジェクトの便益が持続する見込みについて、政策、組織運営・財政、技術、

社会・文化・環境といった観点から検討する。
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第 2 章　プロジェクトの実績と現状

2 － 1　実施プロセスの検証

プロジェクトは、開始後 1年目～ 2年目の時期に、パラグアイ国側、日本側双方における人事

交代などもあり、実施体制に関し不安定な状況にあった。そのような中、プロジェクトは継続教

育実施委員会の立ち上げや対象県のベースラインサーベイなど、中央及び県レベルでの準備活動

を行ってきた。

しかし、2003年に日本側専門家チームの拡充とパラグアイ国側人材との協力により、実施体制

が堅固になったことで、積極的なプロジェクト活動が開始されるに到った。プロジェクトチーム

に属する専門家はいずれも高いコミュニケーション能力と協力経験を有し、それらをチーム内で

共有することで一丸となった活動が営めるようになった。

プロジェクトは、パラグアイ国の保健医療サービスの核となる看護・助産人材の強化に資する

ものとして、厚生省の強い支援を受けながらその活動を展開している。また、活動対象県である、

ニェンブク県、ミシオネス県からも積極的な人的拠出を受けながら、当初予定を上回る速度でそ

の実施を行っている。現地支援体制についても、パラグアイ国厚生省やその他関係機関（国立公

衆衛生院、国立大学看護学部、看護師協会など）、日本国大使館と JICA事務所が全面的に支援を

行っており、プロジェクトを取り囲む環境も比較的良好である。

プロジェクトの投入はこれまでほぼ計画通りに行われており、活動進捗の結果、プロジェクト・

デザイン・マトリックス（PDM）中の成果（アウトプット）についても下記のとおり早期の達成が

見込まれている。

2 － 2　投入実績

2001年 2月のプロジェクト開始から 2004年 8月末時点で、プロジェクト活動に対して日本側、

パラグアイ国側より以下のような投入が行われた。

（1）日本側投入

● 専門家派遣

長期専門家延べ 10名（198MM）、短期専門家延べ 7名（9MM）、第三国専門家 1名（9MM）

が派遣された。

● 機材供与

総額 55,205千円の機材が供与された。

● カウンターパート研修

パラグアイ人カウンターパートを看護管理（3名）、看護・助産継続教育（3名）、助産教育
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（4名）の計 10名受け入れた。

● その他現地活動

現地活動費として、45,045千円が投入された。

（2）パラグアイ国側投入

● カウンターパートの配置

下表のとおり。なお、人件費総額は Gs.414,150,000（約 7,041千円）

● 施設提供

厚生省内にプロジェクトオフィス提供、県レベルで作業用スペース及び研修スペースを提

供。

2000年度 2001年度 2002年度 2003年度

2004年度

（～8月

末）

合計

長期専門家

（人数／人月）
1人／1MM

4人／

47MM

4人／

  46MM

6人／

56MM

6人／

48MM

10人／

198MM

短期専門家

（人数／人月）
0 2人／3MM 4人／5MM 1人／1MM 0 7人／9MM

第三国専門家

（人数／人月）
0 0 1人／9MM 0 0 1人／9MM

C/P研修（人数） 0 0 6 4 0 10

12,107 11,169 2,972 28,957 0

1,801 4,520 7,856 22,290 8,578 45,045

56,205機材供与（千円） 

現地活動（千円） 

事務所 厚生省職員 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度

C/P 1名 3名 7名 5名 5名

秘書 3名 4名 3名 3名

アスンシオン

事務所

（厚生省） 運転手 2名 2名 2名 2名

1名 1名 1名 1名
ミシオネス県

6名 7名 7名

1名 1名 1名 1名
ニェンブク県

6名 8名 7名

コーディネーター

ファシリテーター

コーディネーター

ファシリテーター
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● その他ローカルコスト

光熱費：Gs.32,250,000（約 549 千円）

車両保険（2 台分）：Gs.80,000,000（約 1,360千円）

2 － 3　活動実績及び成果達成状況

（1）成果 1（継続教育研修プログラムの作成・実施）：

PDMの成果指標に照らし合わせた場合、未実施の指標 1－ 5（受講者へのフォローアップ

評価試験の合格率）を除いた残る 4つの目標値に関して、ほぼ完了している。指標別の活動実

績は以下のとおり。

指　標 活動状況

1－ 1 継続教育研修項目の計画案に対

する実際の作成率（100％）
・中央の C/P 及びミシオネス県・ニェンブク県の
ファシリテーターと協力して継続教育研修「乳幼
児健診」、「リプロダクティブヘルス」の 2項目に
ついて研修計画を作成済み。

1－ 2 実施された継続教育研修項目
の計画案に対する率（90％）

・ニェンブク・ミシオネス両県におけるファシリ
テーター研修（「乳幼児健診」、「リプロダクティブ
ヘルス」）が終了している。
・ファシリテーターから 2県の看護・助産職者に対
する「乳幼児健診」の研修は終了（「リプロダク
ティブヘルス」研修については、教材到着待ち）。
・リプロダクティブヘルス研修については、本邦調
達機材の到着待ちであるが、機材到着次第、同研
修の実施がなされることから、2004年度中に当初
目標の達成が見込まれる。

1－ 3 継続教育研修対象者中の研修
を受けた看護・助産人材の割
合（95％）

・研修対象者を「看護・助産職者で基礎教育を受け
ており、現在も患者に対するケアを実施している
者」とすると、「乳幼児健診」の研修受講率は 2県
を平均して 95.5％となる。

1－ 4 継続教育研修を受講した看
護・助産人材のいる施設の割
合（95％）

・ 2県に設置されている全医療施設（2県立病院・2
地区病院・10保健センター・76保健ポスト）にお
いて、上記研修を受けた看護・助産職者が最低 1
名は勤務している。

1－ 5 研修受講者のうち継続教育研
修最終的な評価における合格
者の率（90％）

・未実施のため、測定されていない。
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（2）成果 2（継続教育研修プログラムの持続的運営組織作り）：

指標別の活動実績は以下のとおり。

（3）成果 3（継続教育のモニタリング・評価制度の確立）：

4指標のうち、2指標について達成されている。指標別の活動実績は以下のとおり。

指　標 活動状況

2－ 1 中央レベルの委員会開催計画
に対する実際の開催率（100
％）

・継続教育実施委員会（厚生福祉省看護課・助産課、
国立公衆衛生院、国立大学看護学部にプロジェク
トメンバーで構成）を、8回開催（2001年 5月 16
日～ 2002年 3月）。
・上記委員会は役割毎に 3つに分割され（継続教育
検定委員会、継続教育カリキュラム作成委員会、
継続教育実施・評価委員会）、中央・地方の関係機
関・関係者を広く巻き込んだ、より活発な活動を
推進している。

2－ 2 県レベルの委員会の開催計画
に対する実際の開催率（100
％）

・上記の 3委員会に、地方の関係者も参加している。

指　標 活動状況

3－ 1 モニタリングの実施された研
修の割合（90％）

・受講技術評価用紙を作成。
・「乳幼児健診」研修受講者に対し、ファシリテー
ターを中心に C/P および専門家がグループとな
り、受講者のいる各医療施設を訪問しモニタリン
グを実施している（2 県の実施率は平均で 71 .0
％）。

3－ 2 評価の実施された研修の割合
（95％）

・「リプロダクティブヘルス」研修自体が未実施のた
め、「乳幼児健診」研修受講者に対してのみ、モニ
タリングを実施。

3－ 3 改定の必要があると判断され
た項目のうち、実際に改定さ
れた項目の割合（100％）

・県による研修中及び終了後のモニタリングの結果
等より、改善の必要があると考えられた研修項目
については、研修教材・マニュアル改訂版作成時
に、100％改定された。

3－ 4 看護・助産人材のデータベー
スのアップデート数（100％）

・ミシオネス県及びニェンブク県の看護・助産職者
のデータベースは 100％作成され、モニタリング
等に活用されている。
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（3）成果 4（継続教育研修プログラムの持続的環境整備）：

3つの指標のうち、2指標について達成されている。指標別の活動実績は以下のとおり。

2 － 4　プロジェクト実施体制

プロジェクトは、パラグアイ国の保健医療サービスの核となる看護・助産人材の強化に資する

ものとして、厚生省の強い支援を受けながらその活動を展開している。また、活動対象県である、

ニェンブク県、ミシオネス県からも積極的な人的拠出を受けながら、当初予定を上回る速度でそ

の実施を行っている。

現地支援体制についても、パラグアイ国厚生省やその他関係機関（国立公衆衛生院、国立大学看

護学部、看護師協会など）、日本国大使館と JICA事務所が全面的に支援を行っており、プロジェ

クトを取り囲む環境も比較的良好である。

2 － 5　技術移転状況

2－ 3（1）及び 2－ 3（4）からも分かるように、看護・助産職者を対象とした研修については、

各県において複数名のファシリテーターを養成し、彼らが看護師・助産師へ研修を実施している。

既にファシリテーター要請研修は完了しており、看護師・助産師への研修を、日本人専門家の指

導を受けつつ実施している状況であり、技術移転は順調に進んでいるものと判断する。

また、研修受講者へのモニタリング・評価についても、ファシリテーターが中心となって活動

している。

指　標 活動状況

4－ 1 厚生省によって認可を得た継
続教育研修カリキュラムの割
合（100％）

・プロジェクトで作成した「乳幼児健診」及び「リ
プロダクティブヘルス」の研修プログラムはいず
れも厚生省認可を取得済み。

4－ 2 計画に対し C/Pに実際に支払
われた人件費（給与、加給、超
勤、出張費等）の割合（80％）

・測定していない。
・C/Pに支払われる人件費については、目標を達成
するためプロジェクト活動として何らかの行動を
起こすといった類のものではない。また、超過勤
務手当て等については、C/Pへプロジェクト活動
への動機付けの問題でもあるが、現在、3名の C/
P共毎日平均 2時間の超勤を手当てなしで専門家
と働いている。

4－ 3 本邦研修を計画されたカウン
ターパートの人数と執行率
（100％）

・計画された 10名についての受入が予定通り実施
された。
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第 3 章　評価結果

3 － 1　評価結果の総括

第 2章で確認したとおり、プロジェクト活動は、計画を上回る速度で順調な進捗を見せ、成果

を挙げている。他方、以下に記載されているように、プロジェクト目標を達成するためのデザイ

ンの不整合が指摘されていることから、最終的にプロジェクト目標を達成するため、プロジェク

ト・デザインを修正する必要がある。

3 － 2　評価 5 項目による分析

（1）妥当性

現ニカノール政権の発表した国家開発計画（Programa de Gobierno）では、保健分野に関

し、「サービス領域の拡大」、「リプロダクティブヘルスの改善」、「家族計画の拡大」、「小児保

健の改善」、「保健サービスの地方分権化」、「予算の効率的な使用」を開発の柱としている。本

プロジェクトはこれら柱のうち、「サービス領域の拡大」、「リプロダクティブヘルスの改善」、

「小児保健の改善」、「保健サービスの地方分権化」に資することから、開発計画との整合性が

高いといえる。また、厚生省による国家保健政策（Politica Nacional de Salud）では、11個

の個別目標を設定しているが、そのうち、「母子の罹患率及び死亡率の減少」（第 1目標）、「辺

境地域における保健医療サービスの強化」（第 2目標）、「保健サービスの向上」（第 8目標）に

ついて、プロジェクトとの整合性が確認できる。加えて、同政策中の「短期的アクションプラ

ン」の中で、「全てのレベルの保健人材に対する継続的研修の強化」、「人材開発に向けた知識

や技術の習得・形成過程及び継続教育の戦略的計画を策定する」、「全てのレベルの村落地域

のプロモーター、産婆、補助看護師、助産師や医師に対する統合的な（専門性）形成・研修プ

ログラムの実施を強化する」の 3 つについて、プロジェクト活動との整合性が確認できる。こ

れらのことから、プロジェクトは、パラグアイ国保健政策における高い優先度と整合性を有

しているといえる。

（2）有効性（予測）

● プロジェクト目標の達成予測

プロジェクトへの投入が順調に行われた結果、各成果レベルにおける目標達成の見込みは

非常に高くなっている。一方で、現行 PDM におけるプロジェクト目標「パラグアイ国南部

（ニェンブク、ミシオネス）で看護及び助産人材の母子保健サービスに関する継続教育システ

ムが確立され機能する」については、同指標「中央レベルで継続教育研修年間計画の立案率」

並びに「県レベルで継続教育研修年間計画の立案率」が示す目標達成の状況が即ち「システム
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の確立・機能」となっていない点にデザインの不整合があることが確認された。両指標が示す

状況はあくまで「計画の立案能力（または機能）」を示しているに過ぎず、「システム」即ち「持

続的実施を可能にする制度」とした場合、指標を適切に見直し・設定することが必要となる。

よって、現時点ではプロジェクト目標の達成については未知数であり、まずは各成果とプロ

ジェクト目標の因果関係を再検証すると共に、プロジェクト目標の指標の再設定を行うべき

である。

● 因果関係（成果はプロジェクト目標を達成するために十分であるか）

前述したように、プロジェクト目標としている「システムの確立・機能」を「持続的実施を

可能にする制度の確立・機能」と捉えた場合、本プロジェクトで採用されているアプローチの

有効性（成果―プロジェクト目標）に関し、根本的な不整合が指摘できる。それは、「県レベ

ルでの研修活動展開のみでは、継続教育制度の確立は困難」ということである。一般的に、米

国やメキシコのような連邦州制度またはそれら連邦州制度に匹敵する程の行政の地方分権化

が果たされていない限り、継続教育制度を確立する権限は県には与えられることがない。現

時点で、パラグアイ国はいずれにも当てはまらないことから、現行 PDMに示されている活動

を実施し、順調に成果を出したとしても、継続教育制度の確立にはつながらない可能性が非

常に高い。

（3）効率性

第 2章 2－ 2　投入実績及び付属資料 2（5）「成果品一覧」により、各種投入はタイミングよ

く実施され、また効果的に活用されているものと判断される。投入に関するプロジェクトの

特徴としては、長期日本人専門家と現地研修活動が核になっており、必要以上の多数の短期

専門家、高価な高度医療機材や大規模な施設建設などは投入されておらず、技術協力プロジェ

クトとして適切な投入がなされてきた。これまでの実績検証からもわかるように、現在プロ

ジェクト活動が着実に各成果の発現に繋がっていることから、これら投入の効率性は高かっ

たといえる。

（4）インパクト（予測）

プロジェクトが目指す上位目標は「看護・助産人材によって提供されるケアの質の向上」で

ある。現時点で、基礎教育と継続教育の境界線となる、資格・登録のための全国レベルの検

定制度が存在しないことは、看護・助産職に関する各種養成機関（大学など）で提供される教

育の質の低下をきたす要因となっている。同時に、検定制度の導入による質の担保がなされ

ない限り、現職看護・助産人材への継続教育の効率及び効果が低減し、プロジェクトの効果

として上位目標を位置づけた場合の阻害要因となりうる。
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なお、本プロジェクトは南部 2県（ミシオネス県及びニェンブク県）の看護・助産人材を直

接受益者に、地域住民を間接受益者（最終受益者）と位置づけているが、2 県での活動が当

初計画以上の順調な進捗を見せていることから、両県に加え、南部地域に属する隣接県（イタ

プア県及びカアサパ県）のプロジェクト活動への参画が厚生省から要請されている。特に、イ

タプア県は、プロジェクト開始時に活動対象地域とされていながらも、その後の活動遅滞に

より一時的に対象地域から外されていた経緯があるため、状況の好転を機会に、厚生省及び

県からの復帰要望が寄せられている。イタプア県、カアサパ県への研修プログラムは既にミ

シオネス県、ニェンブク県での研修で採用した実施体制、教材、方法を用いることで、時間

と費用両面での効率性を高められるため、残る協力期間内でのプロジェクト成果の普及・拡

大に繋がる。これにより、直接受益者（看護職・助産職）は、「386名（ニェンブク、ミシオネ

ス）」から「829 名（386名＋カアサパ 200名、イタプア 243名）」へ増加し、間接受益者（地域

住民）は、「180,371名（ニェンブク、ミシオネス）」から「783,022名（180,371名＋カアサパ

139,241名、イタプア 463,410 名＝パラグアイ人口の約 15％に相当）」へ増加が見込まれる。

（5）自立発展性（見込み）

パラグアイ国内の看護・助産人材の持続的な能力開発を妨げている大きな要因は次の 3つ

である。

a）養成過程における基礎教育のレベルが標準化されていない。

b）継続教育が制度化されていない。

c）卒後研修の機会が体系的に提供されていない（卒後研修の機会がない）。

この 3要因のうち、a）は基礎教育分野の、b）と c）は継続教育分野の問題と位置づけるこ

とができる。プロジェクトは、上記 c）を解決する手段として、対象地域における看護・助産

人材の育成を目的とした研修プログラムの実施に重点を置いた協力を行ってきた。一方、プ

ロジェクト目標の「継続教育システムが確立され、機能する」が達成され且つ継続される（自

立発展性を確保する）ためには、上記 b）への取り組みが不可欠であるが、現行のプロジェク

ト活動には含まれていない（「3－ 2（2）有効性」の記載も参照のこと）。
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第 4 章　提言及び今後の計画

4 － 1　プロジェクト・デザインの修正

評価結果として、プロジェクトは効率的な実施運営が行われており、成果毎の達成度は高いと

いえる。ただし、プロジェクト目標並びに上位目標の達成を目指すためには、「有効性」、「インパ

クト」及び「自立発展性」を高めるため、以下の計画修正を行う必要がある。

（1）成　果

プロジェクトは PDMに基づいた活動を順調に行っており、当初期待された成果についても、

ほぼその目標（指標）を達成しつつある。しかし、現行 PDMにおけるプロジェクト成果（及

びそれに伴う諸活動）が「南部地域での継続教育研修プログラムの実施～モニタリング～評価」

にとどまる限りは、第 3章 3－ 2（2）「有効性（予測）」及び（5）「自立発展性（見込み）」で述

べた理由から、プロジェクト目標の達成（継続教育システムの確立・機能）や期待される成果

の獲得と定着（自立発展性の確保）が確実とならないことから、それらを確実とするためには、

プロジェクト・デザインに下記の「成果（及びそれに伴う諸活動）」を追加する必要がある。

a）追加されるべき成果 1：

看護・助産職者に対する検定制度導入のための協力（活動：厚生省との協力のもと、新卒

看護・助産職に対する検定内容作成、合格者の登録システム作成を行い、検定制度の枠組み

を提示する）

b）追加されるべき成果 2：

看護・助産職者に対する継続教育の制度化のための協力（活動：厚生省との協力のもと、継

続教育カリキュラムの作成、研修プログラム、教材、評価モニタリング等一連の継続教育制

度のコンテンツを作成する）

また、これに伴い、現行 PDMにおける成果 1、2、4はいずれも活動地域における継続教

育研修の適用モデルの確立・実施の活動プロセスとして整理可能であることから、これらは、

1つの「成果」として統合することが妥当と判断される。

（2）プロジェクト目標及び対象地域

第 3章　3－ 2（4）「インパクト（予測）」に記載したとおり、イタプア県、カアサパ県を加

えた 4県での研修実施を通じて、プロジェクト効果の定着と普及・拡大を行う。ただし、プロ

ジェクトの効率性の観点から、これまでの 2県での研修実施を通じて確立した実施体制、教

材、方法を用いることで追加 2県の実施コストを軽減する。また、これまでの 2 県については、

パラグアイ国側の拠出（人的拠出含む）を増やすことで、プロジェクト終了後の自立発展を目
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指すと共に、対象地域の追加に伴う日本側投入の過大な負担増を回避する。

（3）上位目標

「サービスのケアの質の向上」を「サービスの向上」と平易な表現に変更する。また、上位目

標はプロジェクト終了後 3～ 5年時点を想定していることから、2011年時点での目標に修正

する。



付　属　資　料

1．ミニッツ（合同評価レポートを添付）

2．日本側投入実績

3．プロジェクト・デザイン・マトリックス（修正後）

4．運営指導調査団報告書
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